
 

令和２年度 

匝瑳市一般会計予算

‐1‐― 1 ―





令和２年度匝瑳市一般会計予算

 令和２年度匝瑳市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算）

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，５２８，０００千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

 （債務負担行為）

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表  債務負担行為」による。

 （地方債）

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、「第３表  地方債」による。

（一時借入金）

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項 の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項の間の流用

    令和２年２月２８日提出

千葉県匝瑳市長   太田  安規
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　歳　入
（単位：千円）

1. 市 税 3,801,624

1. 市 民 税 1,699,746

2. 固 定 資 産 税 1,713,472

3. 軽 自 動 車 税 128,301

4. 市 た ば こ 税 260,105

2. 地 方 譲 与 税 199,777

1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 50,000

2. 自 動 車 重 量 譲 与 税 145,000

3. 森 林 環 境 譲 与 税 4,777

3. 利 子 割 交 付 金 2,000

1. 利 子 割 交 付 金 2,000

4. 配 当 割 交 付 金 11,000

1. 配 当 割 交 付 金 11,000

5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 10,000

1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 10,000

6. 法 人 事 業 税 交 付 金 20,000

1. 法 人 事 業 税 交 付 金 20,000

7. 地 方 消 費 税 交 付 金 800,000

款 項 金　　　　　　　　　額

第１表 　歳 入 歳 出 予 算 ‐4‐
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1. 地 方 消 費 税 交 付 金 800,000

8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

9. 環 境 性 能 割 交 付 金 23,000

1. 環 境 性 能 割 交 付 金 23,000

10. 地 方 特 例 交 付 金 17,000

1. 地 方 特 例 交 付 金 17,000

11. 地 方 交 付 税 6,710,000

1. 地 方 交 付 税 6,710,000

12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,000

1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,000

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 181,928

1. 負 担 金 181,928

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 74,763

1. 使 用 料 54,221

2. 手 数 料 20,542

15. 国 庫 支 出 金 1,728,130

1. 国 庫 負 担 金 1,508,708

2. 国 庫 補 助 金 209,907

3. 委 託 金 9,515
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（単位：千円）

16. 県 支 出 金 1,037,601

1. 県 負 担 金 616,094

2. 県 補 助 金 332,054

3. 委 託 金 89,453

17. 財 産 収 入 47,106

1. 財 産 運 用 収 入 45,102

2. 財 産 売 払 収 入 2,004

18. 寄 附 金 26,047

1. 寄 附 金 26,047

19. 繰 入 金 1,073,759

1. 基 金 繰 入 金 1,073,759

20. 繰 越 金 150,000

1. 繰 越 金 150,000

21. 諸 収 入 242,564

1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 5,001

2. 市 預 金 利 子 2

3. 貸 付 金 元 利 収 入 90,001

4. 受 託 事 業 収 入 8,636

5. 雑 入 138,924

22. 市 債 1,365,700

款 項 金　　　　　　　　　額
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1. 市 債 1,365,700

17,528,000　歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計　
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(単位：千円)

令和２年度から令和５年度まで
匝瑳市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要
綱に定める利子補給額

空き店舗活用支援事業補助金

障害者計画策定業務委託

令和２年度から令和４年度まで

令和２年度から令和３年度まで

創業資金利子補給 令和２年度から令和５年度まで
匝瑳市創業資金利子補給金交付要綱に定める利子補
給額

2,680

匝瑳市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要
綱に定める利子補給額

匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金交付要綱に定め
る補助金交付額

漁業近代化資金利子補給 令和２年度から返済の年度まで
匝瑳市漁業近代化資金利子補給条例施行規則に定め
る利子補給額

中小企業融資資金利子補給 令和２年度から返済の年度まで

小規模事業者経営改善資金利子補給

匝瑳市中小企業融資資金利子補給条例施行規則に定
める利子補給額

農業近代化資金利子補給 令和２年度から返済の年度まで
匝瑳市農業近代化資金利子補給条例施行規則に定め
る利子補給額

農業経営基盤強化資金利子補給 令和２年度から返済の年度まで

第２表　　　債　務　負　担　行　為　

事 項 期 間 限 度 額
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起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法

防 災 行 政 無 線 整 備 事 業 費 11,200

県 営 か ん が い 排 水 等 事 業 費 2,000

経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 費 66,700

基幹水利施設ストックマネジメント事業費 16,800

社 会 資 本 総 合 整 備 事 業 費 49,400

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 11,700

消 防 施 設 整 備 事 業 費 36,600

小 学 校 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 環 境 整 備 事 業 費 24,200

中 学 校 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 環 境 整 備 事 業 費 6,300

ド ー ム 改 修 事 業 費 6,300

臨 時 財 政 対 策 400,000

合 併 特 例 事 業 費 716,500

合　　　　　　計 1,365,700

第３表　　　地　　　方　　　債　

（単位：千円）

利　　率 償　還　の　方　法

地 方 創 生 推 進 事 業 費 18,000 普通貸借又
は証券発行
による。

３．０％以内（ただ
し、利率見直し方式で
借り入れる資金につい
て利率の見直しを行っ
た後においては、当該
見直し後の利率）

　政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合にはそ
の債権者との協定による。
　ただし、市財政の都合により借入
先との協議の上、据置期間及び償還
期限を短縮し、又は繰上償還若しく
は低利に借換えすることができる。
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（歳　　入） （単位：千円）

1. 市 税 3,801,624 3,790,094 11,530

2. 地 方 譲 与 税 199,777 180,000 19,777

3. 利 子 割 交 付 金 2,000 2,000 0

4. 配 当 割 交 付 金 11,000 11,000 0

5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 10,000 10,000 0

6. 法 人 事 業 税 交 付 金 20,000 0 20,000

7. 地 方 消 費 税 交 付 金 800,000 610,000 190,000

8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 30,000 △29,999

9. 環 境 性 能 割 交 付 金 23,000 10,000 13,000

10. 地 方 特 例 交 付 金 17,000 11,000 6,000

11. 地 方 交 付 税 6,710,000 5,270,000 1,440,000

12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,000 6,000 0

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 181,928 314,197 △132,269

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 74,763 77,511 △2,748

15. 国 庫 支 出 金 1,728,130 1,781,615 △53,485

16. 県 支 出 金 1,037,601 1,014,410 23,191

17. 財 産 収 入 47,106 46,896 210

18. 寄 附 金 26,047 25,847 200

19. 繰 入 金 1,073,759 718,970 354,789

20. 繰 越 金 150,000 150,000 0

21. 諸 収 入 242,564 226,060 16,504

22. 市 債 1,365,700 1,196,400 169,300

17,528,000 15,482,000 2,046,000　歳　      　入　      　合　      　計　

１.　総　　括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

款 比　　　較本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額
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（単位：千円）

国　県

支出金

11,688 2～6 11,688 11,688

ＬＥＤ防犯灯賃借料 58,500 26～元 19,363 2～5 12,640 12,640

459,223 19～元 343,930 2～5 1,930 1,930

27～元 827 全 額

(平成27～令和元年度
分)

全 額

(令和2年度分)

18～元 26,786

(平成18～令和2年度
分)

(令和2年度分)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書              

事　　　　　　　項 限　　　度　　　額

前年度末までの 当該年度以降の 左　の　財　源　内　訳

支出（見込）額 支出予定額 特　定　財　源

一般財源
期　間 金　　額 期　間 金　　額 地方債 その他

ちば電子調達システ
ムサービス使用料

横芝光町立東陽病院
助成

農業近代化資金利子
補給

匝瑳市農業近代化資金利子補給条例施
行規則に定める利子補給額

2 ～ 返
済の年
度まで

貸付残高の
年利2.0%以
内

農業近代化資金利子
補給

匝瑳市農業近代化資金利子補給条例施
行規則に定める利子補給額

2 ～ 返
済の年
度まで

貸付残高の
年利0.5%以
内

農業経営基盤強化資
金利子補給

匝瑳市農業経営基盤強化資金利子補給
補助金交付要綱に定める利子補給額

2 ～ 返
済の年
度まで

貸付残高の
年利2.0%以
内

千葉県農業
経営基盤強
化資金利子
補給事業補
助金交付要
綱に定める
利子補給額

県支出金
を除いた
額

農業経営基盤強化資
金利子補給

匝瑳市農業経営基盤強化資金利子補給
補助金交付要綱に定める利子補給額

2 ～ 返
済の年
度まで

貸付残高の
年利2.0%以
内

千葉県農業
経営基盤強
化資金利子
補給事業補
助金交付要
綱に定める
利子補給額

県支出金
を除いた
額
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（単位：千円）

国　県

支出金

30～元 23

30～元 5

22,879 26～元 8,870 2～14 7,349 7,349

14,256 30～元 315 2～21 13,941 13,941

 51,516 2～5  51,516  46,300  5,216

51,992 2～5 51,992 46,700 5,292

56,536 2～5 56,536 50,800 5,736

140,121 6～22 140,121 140,121

153,931 2～7 153,931 55,400 98,531

142,508 2～6 142,508 51,300 91,208

152,518 2～6 152,518 54,900 97,618

事　　　　　　　項 限　　　度　　　額

前年度末までの 当該年度以降の 左　の　財　源　内　訳

支出（見込）額 支出予定額 特　定　財　源

一般財源
期　間 金　　額 期　間 金　　額 地方債 その他

農業災害対策資金利
子補給

匝瑳市農業災害対策利子補給費補助金
交付要綱に定める利子補給額

2 ～ 返
済の年
度まで

貸付残高の
年利0.8%

貸付残高の
年利0.54%

県支出金
を除いた
額

農業災害対策資金債
務保証料補助金

匝瑳市農業災害対策資金債務保証料補
助金交付要綱に定める補助金交付額

2 ～ 返
済の年
度まで

保証残高の
年利0.18%

保証残高の
年利0.12%

県支出金
を除いた
額

新堀川排水機場基幹
水利施設ストックマ
ネジメント事業

野田地区排水機場基
幹水利施設ストック
マネジメント事業

大布川排水機場基幹
水利施設ストックマ
ネジメント事業

県営かんがい排水事
業両総茂原南地区

県営かんがい排水事
業両総茂原西部地区

経営体育成基盤整備
事業春海地区

経営体育成基盤整備
事業椿海地区

経営体育成基盤整備
事業豊和地区

国営大利根用水土地
改良事業
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地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
現在高の見込みに関する調書

１． 4,114,661 4,223,670 249,200 503,959 3,968,911

（１） 240,553 227,289 29,200 23,265 233,224

（２）

（３） 276,897 241,549 36,306 205,243

（４） 702,919 809,583 85,500 49,426 845,657

（５）

（６） 1,548,615 1,414,397 61,100 190,271 1,285,226

（７） 56,551 50,152 6,495 43,657

（８） 98,226 116,774 36,600 26,705 126,669

（９） 1,190,900 1,363,926 36,800 171,491 1,229,235

２． 4,949,664 5,142,360 716,500 556,910 5,301,950

（１） 498,876 310,402 135,800 174,602

（２） 90,800 265,726 696,600 1,478 960,848

（３） 897,644 881,990 13,700 67,631 828,059

（４） 3,462,344 3,684,242 6,200 352,001 3,338,441

３．

（１）

（２）

（３）

（４）

４． 7,267,246 7,174,095 400,000 554,405 7,019,690

（１） 104,342 78,478 21,479 56,999

（２） 7,162,904 7,095,617 400,000 532,926 6,962,691

（３）

（４）

（５）

合　　　　　　計 16,331,571 16,540,125 1,365,700 1,615,274 16,290,551

当 該 年 度 中
元金償還見込額

消 防

教 育

普 通 債

総 務

（単位：千円）

前 前 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当該年度中増減見込
当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

文 教 施 設

災 害 復 旧 債

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

民 生

衛 生

農 林 水 産 業

商 工

土 木

公 営 住 宅

合 併 特 例 債

総 務

土 木

教 育

衛 生

土 木

農 林 施 設

そ の 他

そ の 他

そ の 他

市 民 税 等 減 税 補 填 債

臨 時 財 政 対 策 債

退 職 手 当 債

借 換 債
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令 和 ２ 年 度 

 

 

  匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算 
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令和２年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 令和２年度匝瑳市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４７７，４６１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

  

 

    令和２年２月２８日提出 

 

                                   千葉県匝瑳市長  太田 安規 

 

 

‐253‐
― 253 ―



　歳　入
（単位：千円）

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 325,408

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 325,408

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 1

1. 手 数 料 1

3. 繰 入 金 132,867

1. 一 般 会 計 繰 入 金 132,867

4. 繰 越 金 800

1. 繰 越 金 800

5. 諸 収 入 18,385

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 800

3. 預 金 利 子 1

4. 受 託 事 業 収 入 17,112

5. 雑 入 470

477,461

第１表　 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　　　　　　　額

　歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計　
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　歳　出
（単位：千円）

1. 総 務 費 27,835

1. 総 務 管 理 費 27,447

2. 徴 収 費 388

2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 430,733

1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 430,733

3. 保 健 事 業 費 17,293

1. 健 康 増 進 事 業 費 17,293

4. 諸 支 出 金 800

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 800

5. 予 備 費 800

1. 予 備 費 800

477,461

款 項 金　　　　　　　　　額

　歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計　
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令 和 ２ 年 度 

 

 

匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算説明書 
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（歳　　入） （単位：千円）

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 325,408 287,814 37,594

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 0

3. 繰 入 金 132,867 138,002 △5,135

4. 繰 越 金 800 800 0

5. 諸 収 入 18,385 18,329 56

477,461 444,946 32,515

１.　総　　括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

款 比　　　較本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額

　歳　      　入　      　合　      　計　
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（歳　　出）
（単位：千円）

1. 総 務 費 27,835 23,829 4,006 27,833 2

2.
後期高齢者医療広域連合
納 付 金

430,733 402,534 28,199 105,323 325,410

3. 保 健 事 業 費 17,293 16,983 310 17,293

4. 諸 支 出 金 800 800 0 800

5. 予 備 費 800 800 0 800

477,461 444,946 32,515 151,249 326,212

地　方　債
一般財源

そ　の　他

款 比　　　較本年度予算額 前年度予算額

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国県支出金

歳　　出　　合　　計
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令和 ２ 年度 

 

 

匝瑳市病院事業会計予算 
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令和２年度匝瑳市病院事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和２年度匝瑳市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １ 国保匝瑳市民病院 

 （１）病  床  数            ９９床 

 （２）年 間 患 者 数 

        入 院        ２４，０９０人 

        外 来        ７７，７６０人 

 （３）一日平均患者数 

        入 院          ６６．０人 

        外 来         ３２０．０人 

 （４）主なる建設改良事業費  

      （ア）資産購入費          ２８８，５１６千円 

       

 ２ 介護老人保健施設そうさぬくもりの郷 

 （１）定  員  数           １００人 

 （２）年間利用者数 

        入 所        ３５，０４０人 

        通 所         ７，９１１人 

 （３）一日平均利用者数 

        入 所          ９６．０人 

        通 所          ２７．０人 

 （４）主なる建設改良事業費  

      （ア）資産購入費        ６，８７５千円 

   （イ）施設整備費      １１４，７３０千円 
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

           収      入                      支      出 

  第１款 病院事業収益      ２，１３７，０００千円  第１款 病院事業費用       ２，１３７，０００千円 

   第１項 医業収益       １，５７８，６６１千円   第１項 医業費用        １，９４２，１０８千円 

   第２項 訪問看護ステーション収益  ９７，８８４千円   第２項 訪問看護ステーション費用 １２２，２３７千円 

   第３項 居宅介護支援事業所収益   ３２，２７５千円   第３項 居宅介護支援事業所費用   ３１，１９８千円 

   第４項 医業外収益        ４２８，１７９千円   第４項 医業外費用          ３８，４５５千円 

   第５項  特別利益               １千円   第５項  特別損失               １，００２千円 

第６項 予備費             ２，０００千円 

    第２款 介護老人保健施設事業収益   ６３９，５００千円    第２款 介護老人保健施設事業費用  ６３９，５００千円 

      第１項  施設事業収益       ５８７，２１２千円   第１項 施設事業費用       ６２６，２７３千円 

    第２項  施設事業外収益       ４４，１５９千円   第２項 施設事業外費用       １２，２２４千円 

    第３項  特別利益           ８，１２９千円   第３項 特別損失               ３千円 

                                第４項 予備費            １，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３，８０５千円は  

 過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）。 

           収      入                      支      出 

  第１款 病院事業資本的収入     ３１４，００５千円  第１款 病院事業資本的支出     ３１４，００６千円 

   第１項 企業債           ２１２，１００千円   第１項 建設改良費        ２８８，５１６千円 

   第２項 出資金           ５９，２０５千円   第２項 企業債償還金        ２５，４９０千円 

   第３項 補助金           ４２，７００千円 

  第２款 介護老人保健施設事業               第２款 介護老人保健施設事業 

資本的収入         １６６，０４５千円        資本的支出         １６９，８４９千円 

第１項 企業債          １１４，０００千円   第１項 建設改良費        １２１，６０５千円 

第２項 出資金            ５２，０４５千円    第２項 企業債償還金        ４８，２４４千円 
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 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。          （単位：千円） 

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

医療器械整備事業費 

 

 

      ８２，１００ 

 

 

 普通貸借又

は証券発行に

よる。 

  

３．０％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる資金について

利率の見直しを行

った後においては

、当該見直し後の

利率） 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者との協定によ

る。 

  ただし、企業財政の都合によ

り借入先との協議の上、据置期

間及び償還期限を短縮し、又は

繰上償還若しくは低利に借換え

することができる。 

医療情報システム整備事業費 

 

 

     １３０，０００ 

 

 

介護老人保健施設整備事業費      １１４，０００ 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。  

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １ 病院事業費用            ２ 介護老人保健施設事業費用 

 （１）医業費用             （１）施設事業費用 

 （２）訪問看護ステーション費用     （２）施設事業外費用 

 （３）居宅介護支援事業所費用       

 （４）医業外費用            

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金 
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    額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費         １，７６７，２４５千円 

 （２）交 際 費                 ５０千円 

 （他会計からの補助金等） 

第９条 一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、次のとおりである。 

 １ 病院事業                         ２ 介護老人保健施設事業 

 （１）救急医療補助          ３６，２９４千円     （１）企業債利息補助    １０，４６４千円 

（２）国保調整交付金                ４８，８８９千円     （２）研究研修費補助       ３００千円 

  （３）特殊診療部門補助          １０，０７３千円     （３）共済追加費用補助    ３，４１４千円 

 （４）企業債利息補助            ５９千円     （４）児童手当補助      ２，１３５千円 

 （５）リハビリテーション補助     ４９，７１１千円     （５）基礎年金拠出金補助  １０，４５３千円 

 （６）研究研修費補助          ３，４７３千円     （６）建設改良出資金     ３，８０２千円 

 （７）共済追加費用補助        ８，７２１千円     （７）企業債償還金出資金  ４８，２４３千円 

 （８）児童手当補助           ５，２４５千円            計      ７８，８１１千円 

 （９）医師確保対策補助       ６９，９２３千円 

 （10）高度医療補助          ５２，７６９千円 

 （11）基礎年金拠出金補助      ２７，９５５千円 

 （12）不採算地区病院補助     １２７，８３３千円 

 （13）経営基盤強化補助       ３０，０００千円 

（14）地域ケア部門補助       １７，３７１千円 

  (15) 建設改良出資金        ３３，７１６千円 

 （16）企業債償還金出資金      ２５，４８９千円 

        計           ５４７，５２１千円 
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（棚卸資産購入限度額） 

第１０条 棚卸資産の購入限度額は、１５５，０００千円と定める。 

 （重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種  類 名  称 数  量

医療器械備品 ＣＴ（コンピューター断層撮影装置） １式

器具備品 医療情報システム機器 １式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    令和２年２月２８日提出 

 

                                             千葉県匝瑳市長  太 田 安 規 
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匝瑳市病院事業会計予算説明書 
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注記 

 

Ⅰ．重要な会計方針 

 １ 資産の評価基準及び評価方法 

    貯蔵品   先入先出法によっている。 

 ２ 固定資産の減価償却の方法 

  （１）有形固定資産（リース資産を除く） 

    ・減価償却の方法   定額法による。 

    ・主な耐用年数 

     建物       ９～３９年 

     建物付属設備   ８～５０年 

     構築物     １０～６０年 

     医療器械備品   ４～１５年 

     器具備品     ４～２０年 

     車両運搬具    ４～ ６年 

  （２）無形固定資産（リース資産を除く） 

    ・減価償却の方法   定額法による。 

  （３）リース資産 

    ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

     自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

 ３ 引当金の計上方法 

  （１）賞与引当金 

     職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月か

‐346‐― 346 ―



 

 

ら３月までの４か月分）を計上している。 

  （２）その他引当金 

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属

する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。 

  （３）退職給付引当金 

     総合事務組合（退職手当組合）へ加入し、追加的な費用負担を一般会計で負担することとしているため計上していない。 

 ４ 消費税等の会計処理  

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。 

Ⅱ．予定貸借対照表等関連 

  企業債の償還に係る一般会計の負担  

   貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のあるものも含む）のうち、

一般会計が負担すると見込まれる額は７９９，３８４千円である。 

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産 

  リース総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 
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